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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
七
百
八
十
五
号

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
）
第
百
二
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

特
殊
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
鉄
道
の
施
設
及
び
車
両
の
構
造
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
懸
垂
式
鉄
道
及
び
跨
座
式
鉄
道
）

こ

第
二
条

懸
垂
式
鉄
道
及
び
跨
座
式
鉄
道
の
走
行
面
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
車
輪
の
滑
り
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

こ

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

懸
垂
式
鉄
道
の
駅
に
は
、
車
体
の
振
れ
を
抑
え
る
た
め
の
設
備
及
び
列
車
等
を
円
滑
に
駅
に
誘
導
す
る
た
め
の
設

備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

懸
垂
式
鉄
道
及
び
跨
座
式
鉄
道
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
旅
客
が
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
旅
客
の

こ
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乗
降
の
た
め
や
む
を
得
な
い
場
所
を
除
く
。
）
に
は
、
さ
く
そ
の
他
の
転
落
防
止
設
備
及
び
網
そ
の
他
の
保
護
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

懸
垂
式
鉄
道
及
び
跨
座
式
鉄
道
の
車
両
は
、
タ
イ
ヤ
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
空
気
が
漏
れ
た
と
き
に
お

こ

い
て
も
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

懸
垂
式
鉄
道
の
車
両
は
、
車
体
の
著
し
い
振
れ
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
車
両
の
走
行
装
置
は

、
案
内
操
向
性
能
を
有
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

跨
座
式
鉄
道
の
車
両
の
走
行
装
置
は
、
安
定
性
及
び
案
内
操
向
性
能
を
有
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ

７

懸
垂
式
鉄
道
及
び
跨
座
式
鉄
道
の
車
体
が
接
地
さ
れ
て
い
な
い
車
両
は
、
旅
客
の
感
電
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

こ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
案
内
軌
条
式
鉄
道
）

第
三
条

案
内
軌
条
式
鉄
道
の
案
内
操
向
装
置
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
車
両
の
他
の
部
分
と
接
触
し
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
案
内
軌
条
式
鉄
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
無
軌
条
電
車
）

第
四
条

無
軌
条
電
車
の
か
じ
取
装
置
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
車
両
の
他
の
部
分
と
接
触
し
な
い
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

無
軌
条
電
車
の
動
力
車
を
操
縦
す
る
係
員
が
単
独
で
乗
務
す
る
列
車
は
、
集
電
装
置
の
状
態
を
当
該
係
員
の
定
位

置
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
二
条
第
七
項
の
規
定
は
、
無
軌
条
電
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

省
令
第
六
十
九
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
十
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
無
軌
条
電
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
鋼
索
鉄
道
）

第
五
条

鋼
索
鉄
道
の
施
設
の
構
造
及
び
車
両
の
取
扱
い
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

最
急
こ
う
配
と
最
緩
こ
う
配
と
の
差
は
、
車
両
の
走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
で
き
る
限

り
小
さ
く
す
る
こ
と
。

二

軌
道
は
、
こ
う
配
に
応
じ
て
軌
道
固
定
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
レ
ー
ル
及
び
ま
く
ら
木
の
移
動
を
防
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

索
条
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
し
、
車
両
の
走
行
に
耐
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
滑

車
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

索
条
は
、
滑
車
以
外
の
物
に
触
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

五

滑
車
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
十
分
耐
え
る
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
索
条
の
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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六

行
き
違
い
所
は
、
列
車
を
自
動
的
に
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
、
行
き
違
い
に
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

巻
揚
所
に
は
、
施
設
に
応
じ
、
消
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

八

主
原
動
機
は
、
巻
き
上
げ
側
の
索
条
と
し
緩
側
の
索
条
の
引
張
力
と
の
差
が
最
大
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
正

常
に
起
動
し
、
所
定
の
運
転
速
度
で
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
、
安
全
か
つ
円
滑
な
走
行
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

九

主
原
動
機
又
は
そ
の
制
御
回
路
の
機
能
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
最
大
荷
重
条
件
で
正
常
に
起
動
し
、
車

両
に
乗
っ
た
旅
客
を
停
車
場
ま
で
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
原
動
機
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
車
両
が
停

車
場
以
外
の
場
所
で
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
旅
客
を
安
全
に
避
難
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十

運
行
状
況
の
把
握
、
列
車
の
衝
突
の
防
止
、
索
条
の
切
断
又
は
し
緩
等
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
列
車

の
自
動
停
止
そ
の
他
の
運
転
保
安
上
必
要
な
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

自
動
運
転
装
置
は
、
線
路
の
条
件
に
応
じ
、
円
滑
な
列
車
の
運
転
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

十
二

車
両
に
は
、
最
大
乗
車
人
員
を
超
え
て
旅
客
（
混
載
す
る
荷
物
の
重
量
も
旅
客
の
重
量
と
し
て
換
算
す
る
。

）
を
乗
車
さ
せ
な
い
こ
と
。

２

省
令
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
（
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
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に
限
る
。
）
及
び
第
百
一
条
の
規
定
は
、
鋼
索
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
浮
上
式
鉄
道
）

第
六
条

常
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
（
リ
ニ
ア
イ
ン
ダ
ク
シ
ョ
ン
モ
ー
タ
ー
推
進
方
式
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

）
の
ブ
レ
ー
キ
用
レ
ー
ル
及
び
そ
の
付
属
品
の
設
置
位
置
及
び
構
造
は
、
浮
上
装
置
及
び
案
内
装
置
の
動
作
の
状
態

に
か
か
わ
ら
ず
、
車
両
の
走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

常
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
の
施
設
及
び
車
両
は
、
車
両
の
主
た
る
制
動
力
を
回
生
制
動
に
よ
っ
て
得
る
場
合
は
、

回
生
失
効
が
生
じ
な
い
よ
う
に
車
両
の
回
生
制
動
を
安
定
し
て
行
う
た
め
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

常
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
及
び
超
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
の
浮
上
装
置
及
び
案
内
装
置
は
、
車
両
の
走
行
に
必
要

な
浮
上
力
及
び
案
内
力
を
有
し
、
動
作
の
状
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
車
両
の
走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

常
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
及
び
超
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
の
浮
上
装
置
、
案
内
装
置
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
装
置

は
、
誘
導
作
用
等
に
よ
り
障
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
の
施
設
又
は
車
両
に
も
障

害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
超
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
の
施
設
及
び
車
両
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

浮
上
装
置
及
び
案
内
装
置
の
地
上
設
備
は
、
火
災
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

動
力
発
生
装
置
の
地
上
設
備
は
、
感
電
及
び
火
災
の
お
そ
れ
並
び
に
車
両
の
走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

浮
上
装
置
、
案
内
装
置
及
び
動
力
発
生
装
置
の
地
上
設
備
そ
の
他
保
安
上
必
要
な
設
備
を
、
雷
害
か
ら
保
護
す

る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

き
電
線
（
動
力
発
生
装
置
の
地
上
設
備
に
供
給
す
る
電
気
の
周
波
数
を
変
換
す
る
機
器
を
備
え
た
変
電
所
及
び

当
該
変
電
所
と
動
力
発
生
装
置
の
地
上
設
備
と
の
間
に
施
設
さ
れ
る
開
閉
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い

て
「
特
定
変
電
所
等
」
と
い
う
。
）
に
施
設
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
浮
上
装
置
、
案
内
装
置
、

動
力
発
生
装
置
及
び
車
両
の
電
源
に
給
電
す
る
装
置
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
当
該
設
備
か
ら
発
生
す

る
磁
界
に
よ
り
、
当
該
設
備
の
そ
れ
ぞ
れ
の
付
近
に
お
い
て
、
人
の
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う

に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
田
畑
、
山
林
そ
の
他
の
人
の
往
来
が
少
な
い
場
所
に
お
い
て
、
人
体

に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

特
定
変
電
所
等
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
当
該
特
定
変
電
所
等
か
ら
発
生
す
る
磁
界
に
よ
り
、
当
該

特
定
変
電
所
等
の
付
近
に
お
い
て
、
人
の
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
田
畑
、
山
林
そ
の
他
の
人
の
往
来
が
少
な
い
場
所
に
お
い
て
、
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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六

動
力
発
生
装
置
は
、
車
両
の
走
行
に
必
要
な
推
進
力
及
び
制
動
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

動
力
発
生
装
置
が
故
障
し
た
場
合
に
使
用
す
る
ブ
レ
ー
キ
装
置
は
、
車
両
の
速
度
に
応
じ
、
所
要
の
制
動
力
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

車
両
の
電
源
に
給
電
す
る
装
置
は
、
車
両
の
走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九

車
両
の
構
造
及
び
材
質
は
、
車
両
の
火
災
に
よ
る
浮
上
装
置
、
案
内
装
置
及
び
動
力
発
生
装
置
の
地
上
設
備
へ

の
延
焼
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

車
輪
等
は
、
車
両
を
安
全
に
支
持
、
案
内
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
動
作
の
状
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
車
両
の

走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

支
持
輪
タ
イ
ヤ
が
接
す
る
地
上
設
備
の
走
行
面
に
、
所
要
の
制
動
力
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

６

第
二
条
第
三
項
及
の
規
定
は
常
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項
の
規
定
は
常
電
導
磁
気
浮
上
式

鉄
道
及
び
超
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
磁
気
誘
導
式
鉄
道
）

７

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
浮
上
式
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

省
令
第
六
十
七
条
（
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

常
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道

二

省
令
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
（
き
電
線
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
特
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定
変
電
所
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
七
条
（
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六

十
八
条
第
二
項
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
、
第

六
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
二
項

超
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道

第
七
条

磁
気
誘
導
式
鉄
道
の
磁
気
誘
導
装
置
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
上
設
備
及
び
車
上
設
備
は
、
車
両
を
所
定
の
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

地
上
設
備
は
、
予
想
さ
れ
る
荷
重
に
耐
え
、
か
つ
、
車
両
の
安
全
な
走
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

２

磁
気
誘
導
式
鉄
道
の
磁
気
誘
導
装
置
の
地
上
設
備
の
周
辺
に
は
、
車
両
の
誘
導
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

３

磁
気
誘
導
式
鉄
道
の
線
路
に
は
、
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
線
路
上
に
列
車
の
進
路
を
支
障
す
る

事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
防
護
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
列
車
の
安
全
な
運
転

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

磁
気
誘
導
式
鉄
道
の
駅
に
は
、
列
車
等
を
円
滑
に
駅
に
誘
導
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

磁
気
誘
導
式
鉄
道
の
車
両
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

列
車
を
組
成
す
る
車
両
相
互
間
に
お
い
て
、
速
度
、
位
置
そ
の
他
の
列
車
を
組
成
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

伝
達
し
、
か
つ
、
当
該
車
両
相
互
の
間
隔
を
適
切
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
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と
。

二

前
号
の
機
能
に
障
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
所
定
の
方
向
に
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
車
両
を
停
止
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

省
令
第
二
十
三
条
第
二
項
の
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
設
備
に
接
触
し
た
と
き
の
被
害
を
少
な
く
す
る
た
め

の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

施
設
の
状
況
に
よ
り
非
常
時
に
側
面
か
ら
避
難
で
き
な
い
区
間
を
走
行
す
る
列
車
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
車
両
の

前
端
及
び
後
端
か
ら
確
実
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６

第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
磁
気
誘
導
式
鉄
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

省
令
第
二
十
三
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
（

第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
（
か
じ
取
装
置
を
使
用
し
単
車
運
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
二
項
（
第
二
号
（
か
じ
取
装
置
を
使
用
し
単
車
運
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
七
十
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
五
条
並
び
に
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
磁
気
誘

導
式
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
［
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
四
十
四
号
］
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こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
［
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
五
十
五
号
］

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


